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２．書面による契約締結 
２－１ 当初契約（建設業法第１８条、第１９条第１項、第１９条の３、第２０ 
条第１項） 
 
【建設業法上違反となる行為事例】 
①下請工事に関し、書面による契約を行わなかった場合 
②下請工事に関し、建設業法第１９条第１項の必要記載事項を満たさない契約書面を

交付した場合 
③元請負人からの指示に従い下請負人が書面による請負契約の締結前に工事に着手

し、工事の施工途中又は工事終了後に契約書面を相互に交付した場合 
④下請工事に関し、基本契約書を取り交わさない、あるいは契約約款を添付せずに、

注文書と請書のみ（又はいずれか一方のみ）で契約を締結した場合 
 

 

上記①から④のケースは、いずれも建設業法第１９条第１項に違反する。 
 

（１）契約は下請工事の着工前に書面により行うことが必要 
 
   建設工事の請負契約の当事者である元請負人と下請負人は、対等な立場で契約

すべきであり、建設業法第１９条第１項により定められた下記（２）の①から⑮

までの１５の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなけれ

ばならないこととなっている。 
   契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として

下請工事の着工前に行わなければならない。   
      建設業法第１９条第１項において、建設工事の請負契約の当事者に、契約の締

結に際して契約内容を書面に記載し相互に交付すべきことを求めているのは、請

負契約の明確性及び正確性を担保し、紛争の発生を防止するためである。また、

あらかじめ契約の内容を書面により明確にしておくことは、いわゆる請負契約の

「片務性」の改善に資することともなり、極めて重要な意義がある。 
 

（２）契約書面には建設業法で定める一定の事項を記載することが必要 
 
   契約書面に記載しなければならない事項は、以下の①～⑮の事項である。特に、

「① 工事内容」については、下請負人の責任施工範囲、施工条件等が具体的に

記載されている必要があるので、○○工事一式といった曖昧な記載は避けるべき

である。 
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  ① 工事内容 
  ② 請負代金の額 
  ③ 工事着手の時期及び工事完成の時期 

④ 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容 
  ⑤ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをす

るときは、その支払の時期及び方法 
  ⑥ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しく

は一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又

は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め 
  ⑦ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方

法に関する定め 
  ⑧ 価格等（物価統制令（昭和２１年勅令第１１８号）第２条に規定する価格等

をいう。）の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 
  ⑨ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関す

る定め 
  ⑩ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与す

るときは、その内容及び方法に関する定め 
  ⑪ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法

並びに引渡しの時期 
  ⑫ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法  
  ⑬ 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけ

るその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保

険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 
  ⑭ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金

その他の損害金 
  ⑮ 契約に関する紛争の解決方法 

下請契約の締結に際しては、下請負人が交付した見積書において、建設業法第

２０条第１項の規定により、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内

訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数が明らかである場合に

は、その見積内容を考慮すること。 
 

（３）注文書・請書による契約は一定の要件を満たすことが必要 
 
   注文書･請書による請負契約を締結する場合は、次に掲げる場合に応じた要件

を満たさなければならない。 
 
  ア 当事者間で基本契約書を取り交わした上で、具体の取引については注文書及
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び請書の交換による場合 
 
   ① 基本契約書には、建設業法第１９条第１項第５号から第１５号に掲げる事

項（上記（２）の⑤から⑮までの事項。ただし、注文書及び請書に個別に記

載される事項を除く。）を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相互に

交付すること。 
   ② 注文書及び請書には、建設業法第１９条第１項第１号から第４号までに掲

げる事項（上記（２）の①から④までの事項）その他必要な事項を記載する

こと。 
   ③ 注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載されている事項以外

の事項については基本契約書の定めによるべきことが明記されていること。 
   ④ 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印するこ

と。 
 
  イ 注文書及び請書の交換のみによる場合  
 
   ① 注文書及び請書のそれぞれに、同一の内容の契約約款を添付又は印刷する

こと。 
   ② 契約約款には、建設業法第１９条第１項第５号から第１５号に掲げる事項

（上記（２）の⑤から⑮までの事項。ただし、注文書及び請書に個別に記載

される事項を除く。）を記載すること。 
   ③ 注文書又は請書と契約約款が複数枚に及ぶ場合には、割印を押すこと。 
   ④ 注文書及び請書の個別的記載欄には、建設業法第１９条第１項第１号から

第４号までに掲げる事項（上記（２）の①から④までの事項）その他必要な

事項を記載すること。 
   ⑤ 注文書及び請書の個別的記載欄には、それぞれの個別的記載欄に記載され

ている事項以外の事項については契約約款の定めによるべきことが明記さ

れていること。 
   ⑥ 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印するこ

と。 
 

（４）電子契約によることも可能 
 
   書面契約に代えて、ＣＩ－ＮＥＴ等による電子契約も認められる。その場合で

も上記（２）の①～⑮の事項を記載しなければならない。 
 


